
                           
 

介護職員処遇改善加算に関する措置請求 
（受付日：令和２年９月８日） 

 

 

 

１ 請求内容（要旨） 

（1） 医療法人 A に対し、平成 29 年度から現在まで支出した介護職員処遇改善

加算は、不正使用であるため、医療法人 A に対し同加算を県に返還させるよう

知事に求める。 

（２） 令和２年５月以降の医療法人 A への不正使用については、南予地方局健

康福祉環境部地域福祉課が加担しているので、それ以降に支出した介護職員

処遇改善加算相当額を課長らに賠償させるよう知事に求める。 

 

 

２ 監査委員の決定 

     却下 

 

 

３ 決定（却下）の理由 

介護職員処遇改善加算を含む介護給付費は、介護保険の実施主体である西予

市から介護サービス事業者へ支出されたものであって、その支出は市の財務会計

上の行為であり、本請求は、県の財務会計上の行為を対象としてなされたものでな

いことから地方自治法第 242 条第 1 項に規定する要件を欠いており、不適法な請

求であると判断する。 

   

 


